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１ 背景 

本市では、高齢者、特に要介護（要支援）認定を受ける方の割合が高い 75 歳以上の後

期高齢者の増加に伴い、要介護（要支援）認定の申請件数は年々増加している。支援を

必要とする人に対し早期に介入して、身体の状況に応じたサービスを迅速に利用できる

ようにするためには、認定に係る事務を遅滞なくかつ適正に実施することが重要である。

現状では、申請から認定結果を通知するまでの所要日数が介護保険法で定める 30 日を超

えるケースも見られることから、今後の高齢者の増加に伴う事務量の増加を見据え、認

定審査会の簡素化や認定事務の効率化といった業務改善のための取組みを進めつつ、そ

の生産性を高めるために必要な体制を計画的に整備していくことが喫緊の課題となって

いる。 

これらの状況に鑑み、本市では、介護認定調査員支援システムを導入することにより、

認定調査票作成事務等の効率化を図り、早期の認定結果の通知につなげることを目的と

する。 

 

２ 業務概要 

（１）件名 

東久留米市介護認定調査員支援システム導入業務委託 

（２）履行場所 

東久留米市役所本庁舎 

 

３ 調達の範囲 
調達する範囲は、 次のとおりとする。ただし、本仕様書に明記されていない事項であ

っても、本調達に必要不可欠と判断される事項については、本調達の範囲に含むものと

する。 

（１）本契約のプロジェクト管理 

（２）システム構築 

（３）データ登録 

（４）使用する機器の購入 

（５）職員への操作研修 

（６）システム稼働後の支援 

（７）その他システム稼働に必要となるもの 

 

４ 運用形態 
本システムは、クラウド型方式又はオンプレミス型方式のいずれかの方式で導入するこ

と。また、クラウド型方式の場合、システムは閉域網で、かつ VPN 通信を想定した設計と

し、セキュリティ対策が講じられたものとする。 
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５ 提案限度価格 
次の経費は本事業の提案限度価格であり、これを超える提案は失格とする。 

（１）令和６年度経費（イニシャルコスト） 

・システム導入委託料 ７，２９７千円（税込） 

・機器購入費用    １，９０８千円（税込） 

※タブレットＰＣ、ノートＰＣ、プリンタ等の購入に係る費用 

（２）令和６年度～１１年度経費（ランニングコスト） 

［令和７年２月～令和１２年１月の５年総額］ 

システム保守料、稼働後の運用支援経費又はシステム利用料 

  １１，２８０千円（税込） 

※クラウド型方式の場合、タブレットＰＣからシステムへ接続するための 

通信料含む 

 

６ 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

７ 参加資格の要件 

本提案に参加しようとする者は、以下の要件を全て満たすこと。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 

（２）電子調達サービスにおいて東久留米市の競争入札参加資格を有していること。 

（３）東京都内の各自治体において指名停止の措置を受けていないこと。 

（４）東久留米市契約における暴力団等排除措置要綱（平成２５年度東久留米市訓令乙

第２号）による入札参加除外措置及び東久留米市競争入札参加有資格者指名停止措

置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

（５）一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認定したプライバシーマー

ク付与事業者、又はパッケージシステムの構築・運用・保守を実施する部門が、

ISO/IEC 27001（ISMS）の認証を受け、適切に更新をしていること。 

※原則として、本業務を履行する再委託事業者を含めた全ての者が同資格を保有す

ること。 

（６）提案するシステムが、他自治体で導入実績があること。 
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８ 全体のスケジュール（予定） 
本プロポーザルは、次のスケジュールに沿って進める。 

なお、スケジュールは現時点の予定であるため、今後の進捗状況により予告なく変更

する場合がある。 

 

実施事項 期間 備考 

公募開始 

（実施要領等の公表） 

令和６年５月２１日（火）から 

６月 ４日（火）まで 
本市ホームページで公表 

参加表明書の提出 
令和６年６月 ４日（火） 

午後５時まで 
電子メール、持参又は郵送 

参加資格確認結果の送付 令和６年６月 ７日（金）予定 
参加表明書を提出した全て 

の事業者に審査結果を通知 

質問の受付 
令和６年６月 ７日（金） 

午後５時まで 
電子メール 

質問回答 令和６年６月１３日（木）予定 
参加資格要件を全て満たし

た提案事業者に回答 

企画提案書一式の提出 

令和６年６月１４日（金）から 

    ６月１９日（水） 

午後５時まで 

電子メール、持参又は郵送 

辞退届の受付 
令和６年６月１９日（水） 

午後５時まで 
電子メール 

一次審査（書類審査）の

結果通知 
令和６年７月 ２日（火）予定 電子メール及び書面 

二次審査（プレゼンテー

ション） 
令和６年７月１１日（木） 

 

二次審査の結果通知 令和６年７月中 電子メール及び書面 

契約締結 令和６年８月上旬  
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９ 審査委員会 
本プロポーザルにおける参加資格の確認、一次審査及び二次審査は、東久留米市介護

認定調査員支援システム導入業務委託プロポーザル審査委員会が行う。 

 

１０ 参加表明 
（１）参加意思の表明 

本プロポーザルに参加を希望する者は、令和６年６月４日（火）午後５時まで（必

着）に参加表明書（様式１）及び添付書類（認証書類）を電子メール、持参又は郵送

により「１６ 提出先・問合せ先」の宛先へ提出すること。 

 

（２）参加資格確認結果の送付 

参加資格要件を全て満たしている場合には、参加資格確認結果を電子メールで送付

する。送付予定日：令和６年６月７日（金） 

 

（３）参加を辞退する場合 

本プロポーザルから辞退する場合は、令和６年６月１９日（水）午後５時まで（必

着）に参加辞退届（様式２）を電子メールで提出すること。 

 

１１ 質問及び回答 
本提案について質問がある場合には、令和６年６月７日（金）午後５時まで（必着）

に質問書（様式３）を電子メールで「１６ 提出先・問合せ先」の宛先へ提出すること。

質問があったときは全ての提案事業者（参加資格要件を全て満たした提案事業者）に対

し、令和６年６月１３日（木）までに電子メールで回答する。 

※同趣旨の質問が複数あった場合は、まとめて回答する。 

※質問者の名称等については公表しない。 

※質問内容のうち、審査事項に該当する質問、他の提案事業者又はその提案内容に関

する質問及び審査等に支障をきたすおそれのある質問は、回答しない。 

※質疑応答事項は仕様書の追記事項として取り扱う。 
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１２ 企画提案の依頼 

参加資格要件を全て満たした提案事業者は、次の要領に従って提案内容を記載した企画

提案書、見積書及び積算内訳書並びに機能要件一覧（以下「企画提案書等」という。）を提

出すること。  

（１）提出書類 

① 企画提案書  

ア 基本事項  

・A４版両面印刷とし、表紙を除き２０枚（４０ページ）以内とし、「イ 記載事

項」の①～⑧の順序で製本し、インデックスを付け、簡易なＡ４ファイルで製

本すること。電子データでの提出を希望する場合においても、Ａ４ファイルで

製本したものと同様の形態で見ることができるよう作成すること。  

・文字方向は横書きとし、文字は１０ポイントを最小サイズとする。  

・A３版は、片面２ページ換算として綴じ込み可とする。  

・印刷のカラー、白黒は問わない。  

イ 記載事項  

企画提案書の記載事項は、下表のとおりとし、「東久留米市介護認定調査員支援シ

ステム導入業務委託仕様書」及び「東久留米市介護認定調査員支援システム導入業

務委託プロポーザル審査基準書（以下「審査基準書」という。）」を参考に以下の事

項について記載すること。 

 

記載事項 備考 

① 導入実績  

② 導入スケジュール  

③ 業務実施体制 
プロジェクト責任者、プロジェクトリーダー、業務リーダー、

を必ず体制に入れること。 

④ 操作性・視認性  

⑤ 機器要件（タブレットＰＣ）  

⑥ 情報セキュリティ対策  

⑦ 操作研修  

⑧ 自由提案  
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②見積書及び積算内訳書  

ア 市指定の様式である見積書（様式４）を提出すること。 

イ 「５ 提案限度価格」を超えないこと。 

ウ 積算根拠を示した積算内訳書も添付すること。なお、機能要件一覧（様式５）に

おいてカスタマイズが発生する場合の費用は、積算根拠に含めること。 

エ 提案のあった見積額は契約締結時の参考とするが、見積額での契約締結を確約す

るものではない。また、契約締結に当たって見積額を超えることは認めない。 

オ 契約締結後は法改正等の真にやむをえない理由によるもの以外の契約変更は認め

られないため、実現可能な提案を行うこと。 

 

③機能要件一覧 

 機能要件一覧（様式５）に提案するシステムでの対応の可否を記載すること。 

 

（２）提出方法 

令和６年６月１４日（金）から６月１９日（水）午後５時まで（必着）に電子メール、

持参又は郵送により「１６ 提出先・問合せ先」へ提出すること。 

持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前９時から午後５時

（正午から午後１時を除く）とする（事前に連絡をすること）。郵送による場合は、受け

取り日時及び配達されたことが証明できる方法によること。郵便事故等については企画

提案者のリスク負担とする。 

持参又は郵送の場合、企画提案書は、会社名、代表者名を記載した正本１部と、会社

名、システム名、ロゴマーク、代表者名及び所在地等を黒塗り又は削除し、企画提案書

を提出した事業者（以下「提案事業者」という。）が特定できないようにした副本６部を

提出すること。見積書及び積算内訳書並びに機能要件一覧は、１部を提出するものとす

る。 

電子メールの場合、企画提案書は、会社名、代表者名を記載したデータと、会社名、

システム名、ロゴマーク、代表者名及び所在地等を黒塗り又は削除したデータをそれぞ

れを提出すること。 

提出後の変更、差替え又は再提出は、原則として認めない。また、企画提案書等は返

却しないものとする。 
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１３ 審査方法 

（１）一次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等について書類審査を行い、審査基準に基づく採点結果を合計

した点数を一次審査の得点とする。一次審査に参加した提案事業者が４者以上となった

場合には、一次審査の得点の上位３者を一次審査通過者とする。第３位の評価点数が同

点の場合、審査委員会による多数決で決める。ただし、一次審査の合計得点が配点合計

（100 点×委員数）の 60％に満たない場合は一次審査を通過できないものとする。なお、

提案事業者が１者の場合でも審査を実施する。 

 

（２）二次審査（プレゼンテーション審査） 

一次審査通過者によるプレゼンテーション審査を行う。採点結果を合計した点数を二

次審査の得点とし、一次審査の得点と合算した総合得点の最も高い提案事業者を最優秀

提案事業者とし、契約に向けた交渉権者とする。次点を第２順位者とする。第１位の評

価点数が同点の場合、審査委員会による多数決で決める。ただし、一次審査及び二次審

査の合計得点が配点合計（（一次審査 100 点×委員数）＋（二次審査 50 点×委員数））の

60％以上であることを条件とする。 

 

① 実施時期 

令和６年７月１１日（木） 

  ② 会場 

東京都東久留米市本町三丁目３番１号 

東久留米市役所 会議室 

  ③ 出席者 

出席者は、補助者を含めて６名までとし、本業務のプロジェクト責任者、プロジ

ェクトリーダー及び業務リーダーを含むこととする。 

  ④ 使用機材 

プレゼンテーションに使用する機材は、原則として提案事業者が用意するものと

する。ただし、プロジェクター及びスクリーンは市が用意する。 

⑤ 録音 

二次審査に際しては、後日審査委員会において内容確認が必要となったときのため

に録音を行う。 

⑥ 審査結果の通知 

二次審査に参加した全ての提案事業者に審査結果を通知するとともに、本市ホーム

ページに最優秀提案事業者の名称、代表者名、住所などを公表する。 
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（３）評価点 

企画提案書評価点 

 
審査項目 配点 

一
次
審
査
（
書
類
審
査
） 

導入実績 10 

導入スケジュール 5 

業務実施体制 5 

操作性・視認性 5 

機能要件【様式５】 20 

機器の要件（タブレットＰＣ） 10 

情報セキュリティ対策 10 

操作研修 5 

自由提案 10 

価格【様式４】 
イニシャルコスト 10 

ランニングコスト 10 

小計 100 

 

プレゼンテーション評価点 

二
次
審
査
（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
） 

発表資料 

取り組み意欲 5 

業務説明 5 

業務内容の理解度 5 

信頼性 5 

発表内容 

取り組み意欲 5 

業務説明 5 

業務内容の理解度 5 

信頼性 5 

発表態度 
 

5 

ヒアリング 
 

5 

小計 50 

 

 合計 150 
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１４ 契約 
（１）契約の締結について 

最優秀提案事業者が提出した企画提案書一式の記載事項をもとに、協議の上、契約

を締結する。 

 （２）契約件名・形態 

①東久留米市介護認定調査員支援システム導入業務委託契約（令和６年度契約） 

②東久留米市介護認定調査員支援システム機器等購入契約（令和６年度契約） 

③東久留米市介護認定調査員支援システム運用支援委託契約（毎年度契約） 

（３）納入、履行場所 

東久留米市役所本庁舎 

（４）支払条件 

最優秀提案事業者と協議の上、決定する。 

（５）契約保証金 

免除とする。 

 

１５ 留意事項 
（１）提案に関する費用は、全て提案事業者の負担とする。 

（２）提出書類は返却しない。 

（３）本提案募集において入手した書類は適正に管理し、情報漏えいや不正使用を行わ

ないこと。 

（４）当市から指示のあった書類は、ただちに返却すること。 

（５）企画提案書や審査結果のほか、本プロポーザルにおいて提出された書類は、東久

留米市情報公開条例に基づく開示請求があったときは、開示することがある。 

 

１６ 提出先・問合せ先 
担当窓口： 東久留米市福祉保健部介護福祉課 介護サービス係 東海、吉冨、山下 

所 在 地： 東久留米市本町三丁目３番１号 東久留米市役所 １階 

電 話： ０４２－４７０－７７５０（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ： ０４２－４７０－７８０８ 

電子メール：kaigofukushi@city.higashikurume.lg.jp 

ホームページ：http://www.city.higashikurume.lg.jp 


